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研究成果の概要（和文）：灌漑施設の管理は、政府主導型管理から農民参加型管理へと移管される傾向にある。
灌漑ガバナンスに特徴的な変化が見られたインドネシアのクランブ・ウィラルン幹線水路から灌漑水の供給を受
けている34個の水利組合を調査対象とした。調査対象地においては、1990年以降、水利組合のガバナンスとして
SwakelolaとLelangの2つの統治形態が出現した。さらにSwakelolaよりもオークションを利用して組合長を選ぶ
Lelang制度が増加傾向にあった。これは迅速なインフラ投資を志向する農家とその投資資金の提供と引き換えに
水利費の徴収権を獲得できる組合長の利害とが一致しているからである。

研究成果の概要（英文）：The management of irrigation facilities has tended to shift from 
government-led management to farmer participatory management. In this study, 34 water users' 
associations receiving irrigation water supply from the Kulambu- Wilalung trunk canal in Indonesia, 
where a distinctive change in irrigation governance has been observed, were included in the study. 
In the study sites, two forms of governance of water users' associations, Swakelola and Lelang, have
 emerged since 1990. In addition, there has been a steady shift from Swakelola to the new system of 
Lelang, which uses auctions, with associations adopting a new system of governance. The reasons for 
the institutional change can be attributed to the existence of economic advantages for farmers, who 
are oriented towards quick infrastructure investment, and for association chairpersons, who can 
provide funds and obtain water use fees.

研究分野： 農業経済学

キーワード： 灌漑　インフラ　インドネシア

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
農家が直面する公共財や共有資源の配分問題の解決にとって農民コミュニティが創出する制度は重要な役割を果
たす。本研究では、インドネシアの灌漑システムを事例に、灌漑施設や農道など利用料金を徴収することが不可
能なインフラの供給を市場メカニズムのオルタナティブとして農民自らが自発的に制度を創出することによって
いかに解決したかを事例分析を通して明らかにした。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
農業生産にとって重要な生産要素である灌漑施設や農道などのインフラストラクチュアは、地
域公共財としての特質を有する。公共財の有する排除不可能性、利用の集合性という特質により、
それを供給する制度が不在の場合、フリーライダー問題が生じるため公共財は過小供給に陥り
やすい。公共財を利用する都度、料金を徴収する市場を創設することは事実上不可能である。
1980 年代以降、多くの途上国において、灌漑施設の管理は、政府から農民に移管された。多く
の国々において農業灌漑施設を管理する中心的な枠組みは農民に委ねられており、この制度を
評価することが求められている。 
 
２．研究の目的 
インドネシアにおいても、1987 年に農民参加型水管理制度の導入が開始された。その制度変更
の柱は、受け皿となる水利組合の設立と育成、灌漑利用料金の徴収、灌漑システムの維持管理の
農民組織への全面移管である。本研究では、こうした全面移管に対して農民はいかなる灌漑ガバ
ナンス、インフラストラクチュアの供給制度を構築したのかを明らかにすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
インドネシアにおける灌漑管理移管政策は、1980 年代初頭にいくつかのパイロットプロジェク
トを通じて開始された。本研究においては、灌漑ガバナンスに特徴的な変化が見られたクラン
ブ・ウィラルン（Klambu Wilalung）幹線水路から灌漑水の供給を受けている 34 個の水利組合
（P3A、現地語では Perkumpulan Petani Pemakai Air）を調査対象とした。調査地に灌漑水を
供給するクランブダム灌漑システムはクランブ・キリ幹線水路、クランブ・ウィラルン幹線水路、
クランブ・カナン幹線水路からなる。2015 年のそれぞれの灌漑面積は 20,646ha、7,872ha、
10,458 ha である。調査地域における水利組合のガバナンスの特徴を明らかにするため、農業や
水利組合の社会経済的特徴、ガバナンス、水利組合の運営、水利費の徴収、施設の維持管理活動、
維持管理労働力の調達方法等について調査した。さらに Swakelola からオークションを利用し
た Lelang という新制度への変更理由についても経済学的に考察を加える。 
 
４．研究成果 
(1)中央ジャワの灌漑システムのクランブ・ウイラルン水系の水利組合を対象に、灌漑システム
への投資制度と維持管理制度がどのように変化してきたのかを明らかにした。1950 年代から現
在まで 3 つの灌漑バナンスの転換期があった。インドネシア独立初期には、国家が灌漑を含む
すべての公共事業の統治を引き継いだ。これは ulu-ulu 時代によって特徴づけられ、小規模灌漑
システム（Tertiary Irrigation Systems (TISs):３次水路）は ulu-ulu を通じて村落政府によって
管理された。ガバナンスの第 2 期は、インドネシア初の水法であるNo.11/1974 の発行に始まる。
この法律は、参加型農民組織であるダルマ・ティルタ（Dharma Tirta）結成の基礎となった。
ダルマ・ティルタでは、政府主導から農民主導へと灌漑システムのガバナンスが移行し、クラム
ブ・ウィラルンにおいても農民参加型灌漑管理が始まった。ダルマ・ティルタが創設されたのは、
中央政府が米の自給自足を目指す国家計画を策定するなど乾季の水需要が高まったからである。
インドネシア最大の貯水池であるケドゥン・オンボの建設は、第 3 の転換期となった。また、水
利組合の名称がダルマ・ティルタから P3A に変更された。1990 年以降、P3A のガバナンスと
して Swakelola と Lelang の 2 つの灌漑統治形態が出現した。Swakelola はダルマ・ティルタ時
代から受け継がれている。一方、Lelang は 2004 年にある水利組合の導入を契機とするもので
その歴史は浅い。 
 
(2)2006 年以前は Swakelola 制度が主流であった。Lelang 制度は 2006 年以降普及し、クラム
ブ・ウィラルンでは半数以上の水利組合（18 組合）が Lelang 制度を適用しており、2016 年に
は 23 組合に増加した。現在、Lelang 制度に従う水利組合は 4,070h の農地を管理しており、１
組合あたりの平均農地面積は 177ha である。一方、Swakelola 制度に従う水利組合は 1,070ha
で、１組合あたりの平均農地面積は 97ha である。Lelang の組合長の平均統治期間４年であり、
Swakelola の５年より短い。しかし規模の点では、Lelang は Swakelola より大きく、理事会の
平均人数はそれぞれ 8 人と 7 人である。また、Lelang は Swakelola よりも農民数が多く、水利
組合あたりの平均農民数はそれぞれ 330 人と 109 人である。 
 
(3) Swakelola 制度においては、受益者である農民が水利組合長を選出しそのリーダーシップの
下で維持管理にあたる。農民が総会での投票によって組合長と役員を選出する。また、組合長の
任期もこの総会で決定される。組合長や理事職に立候補できるのは水利組合の活動地域内で農
業に従事している農民に限定される。水利組合には 2 つの主要な責務がある。灌漑システムの
管理（配水、O&M、水道料金の徴収）と農業インフラへの投資である。灌漑施設を管理する見
返りとして、水利組合の役員は灌漑料金を徴収する権利を持っている。灌漑料金の支払い方法に



は、金銭による定額払い、収穫米による定額払い、収穫米による比例払いの 3 種類がある。金額
や決定方法も TIS によって異なる。固定払い方式を採用している水利組合もあれば、比例払い
方式を採用している水利組合もある。灌漑費の支払いは 1 期と 2 期のみである。各シーズンに
おいて、水利組合は徴収した灌漑料の 30％をインフラ資金として充当する。残りの 70％は水利
組合の運営費と役員の給与に充てられる。運営期間が終了すると、積み立てしたインフラ資金は
圃場のインフラ建設に使用される。 
 
(4)Lelang 制度の下では、オークションで最大のインフラ投資資金を提示した者が水利組合長に
選出される。基本的に、Lelang は水利組合を管理する権利のオークションであり、最高額の入
札者が水利組合の組合長の職に就き役員を選ぶ権利を持つ。オークションの落札金を原資に組
合管理区域の農地インフラを整備する。総会では、整備すべきインフラの種類や仕様、Lelang
の統治期間が決定される。最近では立候補資格が緩やかになりつつあり、組合長は耕作農民であ
る必要はなくなっている。現在、非耕作者がリーダーを務める組合が 3 つある。Lelang の出現
は、農民が水利組合の統治方法を試行錯誤していることを示している。水利組合長の任期は約 4
～5 年である。この制度を採用する組合では村や県の支援なしにインフラ整備が進んでいる。イ
ンフラへの投資資金と引き換えに徴収した水利費は水利組合長の所得となる。水利組合長が灌
漑水を供給すればするほど、水利収入が高まることから、Lelang 制度には水供給のインセンテ
ィブが組み込まれている。水利組合の調査結果によれば、Lelang 制度の下におけるインフラへ
の投資資金は、オークションによって前払いとして徴収され、数年間投資資金を積み立てること
なく、直ちに投資活動に回せることがメリットとなっている。 
 
(5)水利組合には灌漑施設を維持管理する責任がある。そのため、維持管理活動向けに水利組合
の役員、雇用労働者、組合員農民の 3 種類の労働力のいずれかが雇用される。Swakelola では、
ほとんどの場合、理事が維持管理活動に携わっている。Swakelola の 91％が、理事が維持管理
活動を担っていると報告しているが、灌漑施設の維持管理活動に組合員全農家が参加している
組合は 1 つしかなかった。Swakelola では 43％の水利組合が依然として役員が維持管理作業に
責任を負っているものの、Lelang ではほぼ半数の水利組合が維持管理作業に雇用労働者を利用
しており、組合員農家を維持管理作業に動員している水利組合はごく少数にとどまっている。
Lelang の維持管理作業日数は、Swakelola に比べて短く、負担は軽い。Lelang での平均作業日
数は年間 24 日で、Swakelola の年間 154 日よりもはるかに短い。また、Lelang の平均労働時
間も 1 日 4.9 時間で、Swakelola の 6.8 時間に比べて短い。しかし、Lelang は Swakelola より
も多くの労働力を使用しており、平均労働力はそれぞれ年間 14 人と 11 人である。Lelang 制度
を導入している水利組合の組合長はできるだけ灌漑水の供給コストを削減したいと考えている
のかもしれない。 
 
(6)Lelang 制度の普及の背景には、1987 年以降の灌漑管理移管政策の導入など政策的な変化も
あるが、農民側からのニーズもあった。農民のニーズとして、迅速なインフラ投資をあげること
ができる。農家側の要因として、乾季に灌漑を利用してメロンやスイカなどの作物栽培を志向す
る農家が増加傾向にあること、労働力不足により３次水路の維持管理が困難になりつつあるこ
と、農道、橋梁、水路などのインフラ投資に多額の資金が必要になったことがあげられる。特に、
農家のインフラ投資の要望は高く、この制度の下では、短期で投資資金を捻出でき、インフラの
整備がスムースに進む。特に必要とされているインフラは、用排水路と農道である。調査対象地
域では機械化の進展に伴い、畦道の拡張・舗装化が求められている。また野菜栽培の導入に伴う
水利用の変化が用排水路の整備の要望に繋がっている。Swakelola でもインフラ施設の建設に
投資するのであるが、投資資金不足の問題を解消できていなかった。この問題に対処するために
Lelang が普及したのである。さらに、水利組合が Lelang を導入した理由として、資金管理の
透明性の確保も挙げられる。一方、組合長とっては、オークションに参加して組合長に就任する
ことの経済的メリットが認められた。組合長は在任期間中の水利費を自身の収入として得る権
利を有しており、維持管理費を差し引いた残余が組合長に帰属する。迅速なインフラ投資を志向
する農家とその投資資金の提供と引き換えに水利費の徴収権を獲得できる組合長の利害が一致
しているのである。お互いのインセンティブが Lelang 制度に組み込まれているのである。 
 
(7)最近では Lelang システムにおいて、Swakelola システムと Lelang システム両方の特徴を有
する制度（Lelang・Swakelola システム）の普及も出現している。このように制度が変化した理
由として、組合長が農業経験をもたない場合、水利施設の維持管理に対する農家の満足度が低い
ことがあげられる。水利組合は外部のアクターに頼ることなく、灌漑網の修復や維持に十分な資
金を提供できるため、現在のガバナンスのもとでは農地のインフラが改善されているが、Lelang
システムにおいては、組合長の維持管理がミニマムになってしまうことが危惧される。本研究で
得られた知見は、持続可能な農業水の供給制度を構築する上で有用であると考える。 
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